
□ 免除（第２条、第１６条第３項、第１７条第３項削除）

発注者 所在地　　相模原市中央区中央２丁目１１番１５号

名　称　　相 模 原 市

代　表　　相模原市長　　本　村　　賢太郎 印

受注者 所在地

名　称

代　表 　 印

0.0 0.0

歯科チラシ 332,100 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

296,100

受診券等封入封かん作業 肝炎発行分・前立腺無し(４点)　※81歳以上 400

受診券等封入封かん作業 通常発行分・前立腺無し(３点)　※81歳以上 24,400

受診券等封入封かん作業 通常発行分・前立腺有り(５点) 2,000

十億

名　　　称 数 量

受診券等封入封かん作業 歯科のみ(２点) 22,100

内　　訳

さがみはら健診ガイド（８Ｐ） 310,000

受診券等封入封かん作業 肝炎発行分・前立腺無し(５点)

310,000

受診券等封入封かん作業 通常発行分・前立腺無し(４点)

327,100

53,600

16,000

　　円

0.00.0

0.0 0.0

金  額（円）

　百万

単価（税込）
　　　（円）

179,600

（注）　　「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第１項及び第29条並びに地方税法
　　　　第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に10/110を乗じて得た額である。

内消費税額
　　　（円）

0.0

健診協力医療機関名簿

施設健診受診券

0.0

前立腺がん検診受診券

0.0

円

４ 契約期間

円
　□ 銀行等、保証事業会社の保証

　契約期間は、令和７年１２月２２日から令和８年３月３１日までとする。

□ 履行保証保険

　受注者は発注者に対し、この契約に定める施設健診受診券等封入封かん作業委託料を請求するものとし、発
注者は当該請求書が適正であると認めるときは、当該請求書を受理した日から３０日以内に相模原市指定金融
機関において支払うものとする。

（　□ 一括払　　□ 分割払　）

収　入

印　紙

　□ 現金

　□ 有価証券
円

　上記の施設健診受診券等封入封かん作業委託について、発注者と受注者は、次のとおり委託契約を締結する。
　この契約を証するため、本書２通を作成し、各自記名押印のうえ、その１通を保有する。

６

令和７年１２月２２日

契約の保証

　（相模原市契約規則第３４条第３号）

令和８年度施設健診受診券等封入封かん作業委託契約書（案）

１ 業務委託の名称

３

２ 履行場所 相模原市中央区富士見６丁目１番１号　ウェルネスさがみはら４階　健康増進課

令和８年度施設健診受診券等封入封かん作業委託

　　千
契約限度金額

５ 契約金額の支払

　□ 前金払

　■ 確定払
　□ 概算払

　契約金額については、第12条に規定する検査において合格し、確定した数量に単価を乗じて積算した金
額とする。ただし、この場合において、請求金額に１円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる
ものとする。

（　■ 一括払　　□ 分割払　）
（　□ 一括払　　□ 分割払　）

　 うち取引に係る消費税
　 及び地方消費税の額

0.0

0.0

肝炎ウイルス検診受診のご案内 70,000

17,000

0.0窓あき封筒（郵便区内特別）アドヘア 0.0

286,100

41,000

窓あき封筒（郵便区内特別）水のり

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

受診券等封入封かん作業 肝炎発行分・前立腺有り(６点) 14,000 0.0 0.0

施設健診受診券印字作業

前立腺がん検診受診券印字作業


